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 この手引きは，大分大学挾間キャンパス構内における自動車及び自動二輪車（原動機付 
自転車を含む。）の交通規制に関し，必要な事項を定めています。 
 
（入構規制） 
１ 車両で入構するためには，車両入構許可証（以下、「入構証」）の交付を受けてくださ

い。 
 役員，職員，学生及び研究生等並びに本学に用務のため入構する学外者が対象になりま 
 す。交付を受けた者は、職員・学生駐車区域を使用してください。 
２ 診察等のため入構する者とその関係者や入構証の交付を受けていない学外者は外来者 
 駐車区域を使用してください。 
３ 入構証の交付を受けていない者が職員・学生駐車区域に入構した場合（駐車券利用） 
 は、別表の駐車整理料をお支払いください。 
 
（駐車区域） 
４ 駐車区域は，職員・学生駐車区域、看護師宿舎駐車区域、外来者駐車区域に区分され

ています。（別図第１のとおり） 
 
（入構証の交付申請） 
５ 入構証の交付申請をする場合は，車両入構許可証交付申請書（様式 1）に車両検査証 
 （自動二輪車を除く。）の写しを添えて，申請してください。 
 
（入構証の交付条件） 
６ 入構証の交付の条件は，次のとおりです。 
 ①通勤・通学距離が２km 以上あり，車両を使用しなければ通勤又は通学が困難なとき。 
 ②学部学生は３年生以上であるとき。 
 ③構内の看護師宿舎に入居しているとき。 
 ④その他医学部長が特に認めたとき。 
  通勤距離が２km 以上で、交通機関等利用による通勤手当受給者は特別な理由がある 
 場合を除き、入構証の交付申請はできません。 
 
（入構証の交付） 
７ 交付条件を満たしていると認められた者に入構証を交付します。入構証は，別図第２ 
 のとおりです。 
  交付に際しては、別表の駐車整理料をお支払いください。 
 
（パスカード） 
８ 入構証の交付を受けた者（以下「入構者」）は，パスカードの交付を受けてください。 
 交付に際しては、パスカード交付手数料をお支払いください。 
 
（有効期限） 
９ 入構証の有効期限は，交付する年度の３月３１日までです。ただし、病院研修生、受

託実習生、その他特別な理由がある場合は申請の際に申し出てください。 
 
（入構証・パスカードの更新等） 
10 次のような場合は速やかに入構証とパスカードの更新又は再交付を受けてください。 
 ① 入構証の有効期限が到来し、引き続き入庫が必要なとき。 
 ② 車両の更新（登録番号の変更を含む。）をしたとき。 
 ③ 入構証又はパスカードを紛失又は汚損したとき。 
 



11 次のような場合は、速やかに入構証とパスカードを返還してください。 
 ① 車両による入構を必要としなくなったとき。 
 ② 交付条件を欠くに至ったとき。 
 
（入構者の遵守義務） 
12 入構者は，次の事項を遵守してください。 
 ① 歩行者の安全を第一とし，騒音の防止に努め，構内の道路標識及び表示に従うこと。 
 ② 構内は，時速２０km 以下で運転すること。 
 ③ 駐車は，入構証に指定された駐車区域を使用すること。 
 ④ 入構証を，フロント面の車外から確認できる位置に置くこと。 
 ⑤ 緊急事態又は本学の行事等により臨時の規制を行うときは，これに従うこと。 
 
（違反者に対する措置） 
13 違反者については，違反の内容に応じ，それぞれ次のように措置をします。 
 ① 不正な手段により入構証の交付を受けたことが判明したときは，直ちに入構証を没 
   収し，以後の交付は原則として行いません。 
 ② 通行違反，駐車違反、その他違反者に対しては警告をします。警告文をワイパーに 
   貼付します。 
 ③ 再三警告しても違反する者については，入構証を没収し以後の交付は原則として行 
   いません。 
    なお，警告の呼び出しに応じない者については，その者の氏名及び所属，違反内 
   容を所属の長又は指導教員に報告し，学内に掲示します。 
  「再三警告」とは厳重注意（１月４回違反）を受け、その後厳重警告（１月４回違反） 
   を受けてから１年以内に違反（１月４回）をした場合をいいます。 
 
（構内で発生した事故の責任） 
14 構内における車両に関する事故及び駐車中における破損・盗難等の事故については，

本学はその責を負いません。 
15 入構者の事故により，本学の施設等が損害を受けたときは，本人に対し，受けた損害 
 について賠償を請求することがあります。 
 
（夜間・休日限定車両入構許可） 
16 夜間・休日限定車両入構許可は、臨時的措置として委員会で認められた措置です。 
 継続の可否や運用方法については委員会で審議されます。 
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